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《表紙の写真》
オホーツクの流氷と斜里岳　　　　　　　　　　　　　　撮影者　　北網支部　横　山　太　郎
　今年は流氷の接岸が遅れております。温暖化が進むと流氷が接岸しなくなる可能性があるということで、
心配ですね。写真は 3年前にドローンで撮影したものです。
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　この度、貴会会報誌の寄稿の機会をいただ
きました。
　テーマは「近年の法律改正と登記制度の動
向等」とのことですので、近年の法務省・法
務局関連の業務に関する４つの施策につい
て、紹介させていただきます。
　なお、本稿中、意見にわたる部分は私見で
すので、あらかじめお断りしておきます。
　一つ目は、オンラインによる登記申請手続
についてです。
　政府全体で行政手続におけるオンライン利
用を推進しており、当局においても、登記、
供託手続等のオンライン申請の利用促進に取
り組んでいるところ、登記申請に関する利用
率は、着実に向上している状況にあります。
これもひとえに、会員の皆様の御理解と御協
力によるものであり、感謝申し上げます。
　また、オンライン申請の基盤となる登記情
報システムは、本年１月14日にバージョン
アップがされており、オンライン申請事件の
処理時間の短縮等、オンライン申請に特化し
た効率化が図られています。つきましては、
貴会を通じて、未導入者及び書面申請との併
用者への働き掛けをお願いしているところで
すが、今後も、より一層の利用拡大につき御
協力をお願いします。
　二つ目は、社会のニーズに応えるべく、法
務省で取り組んでいる相続登記促進の様々な
諸政策についてです。
　土地の所有者が死亡した後も長期間にわた
り相続登記がされず、土地の所有権登記名義
人又は表題部所有者と実際の所有者が異なる
こととなった結果、所有者の所在の把握が困
難となり、公共事業に伴う用地取得等に支障
を来すなどの、いわゆる所有者不明土地問題
が顕在化しており、国会でも取り上げられる

など、社会的な関心を集めている状況にあり
ます。
　また、法定相続情報証明制度については、
平成30年４月１日から相続税の申告手続に利
用することができるようになり、広く利用さ
れてきています。今後、同制度を、更に利用
していただきますよう、会員の皆様の御協力
をお願いします。
　三つ目は、長期相続登記等未了土地解消作
業についてです。
　「所有者不明土地の利用の円滑化等に関す
る特別措置法」が平成30年11月15日から施行
され、これに伴う長期相続登記等未了土地に
係る不動産登記法の特例の内容は、公共事業
の円滑な遂行を図るため所有者を探索する必
要がある土地について、所有権の登記名義人
の死亡後長期にわたり所有権の登記がされて
いない場合、職権で、長期相続登記等未了土
地である旨を当該土地の登記に記録し、その
所有権の登記名義人の相続人に対して必要な
登記手続の勧告をすることができることとす
るものであり、職権登記を行うために作成し
た法定相続人情報等を登記所に備え付け、事
業主体がこれを活用することにより事業の円
滑化、進展に寄与することを目的とするもの
であります。
　当局における平成30年度の長期相続登記等
未了土地解消作業は、対象土地の登記記録に
長期相続登記等未了土地である旨の付記登記
が完了し、登記部門、帯広支局及び北見支局
に法定相続人情報等の備付けが完了しまし
た。本年１月22日には、法定相続人のうちの
１名に対し、相続登記の申請を促す通知を発
送しました。通知には、連絡先として登記部
門を案内しているほか、相談窓口として全国
の司法書士会一覧を同封させていただきまし

近年の法律改正と登記制度の動向等について

釧路地方法務局長　中　富　喜　浩
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た。
　本年度の長期相続登記等未了土地解消作業
の調査対象登記名義人数は140人であり、現
在、法定相続人の戸除籍謄本を収集している
ところであります。
　最後に、法務局における自筆証書遺言の保
管制度についてです。
　本制度は、高齢化の進展等の社会経済情勢
の変化に鑑み、相続をめぐる紛争を防止する
という観点から、法務局における自筆証書遺
言に係る遺言書を保管する制度となっていま
す。
　「法務局における遺言書の保管等に関する
法律」は、平成30年７月13日に、「法務局に
おける遺言書の保管等に関する政令」は、令
和元年12月11日に公布されました。
　本法律では、遺言書の保管に関する事務
は、法務大臣の指定する法務局（「遺言書保
管所」）において、「遺言書保管官」として指
定された法務事務官が取り扱うこととされて

　新年明けましておめでとうございます。
　会員の皆様には、令和初の新春を健やかに
お迎えられましたことに、心からお慶び申し
上げます。
　また、日頃より釧路司法書士会並びに司法
書士制度の発展のために、会員の皆様には多
大なるご理解そしてご協力を賜りますこと
に、心より厚く感謝御礼申し上げます。
　さて、令和元年の５月の当会の定時総会に
おいて、野村会長の後を引き継ぎ会長に就任
させていただきましたが、早いもので９か月
ほどが過ぎ、何分経験も浅くまた不慣れな点
もあり、会員の皆様にはご迷惑をお掛けした
こともあろうかとは思いますが、今後とも会
員皆様より更なるご指導ご鞭撻を賜りなが

おり、本事務の開始は本年７月10日となって
います。
　これまで、自筆証書遺言に係る遺言書は自
宅で保管されることが多く、遺言書の紛失や
亡失、相続人による遺言書の廃棄、隠匿、改
ざんが行われるおそれがあることから、本制
度が創設され、自筆証書遺言を保管する公的
機関としては、法務局が行うこととされたも
のです。法務局で保管する利点は、①全国一
律のサービスを提供できること、②プライ
バシーを確保できること、③相続登記の促
進につなげることが可能であること等が考慮
されたものであります。また、経済財政運営
と改革の基本方針2019（いわゆる骨太の方針
2019）において、本制度の円滑な運用に向け
た取組が政府の重要施策として掲げられたと
ころです。今後、本制度の円滑な運用に向け
て取り組んでまいりますので、御理解と御協
力をお願いいたします。

ら、当会の運営に全力を挙げて取組んでいく
所存でございますので、何卒宜しくお願い申
し上げます。
　令和２年度は、司法書士法及び土地家屋調
査士法の一部を改正する法律案が、令和元年
６月６日可決成立し、令和元年６月12日（法
律第29号）に公布され、本年８月初旬に施行
される運びとなります。今回の法改正の大き
な目玉としては、第一に司法書士法の第一条
の目的規定が使命規定に改正される点、第二
に懲戒権者が法務局又は地方法務局の長から
法務大臣に変更する点、第三に除斥期間（７
年）の新設であります。特に使命規定です
が、司法書士法第一条に「国民の権利を擁護
し、もって自由かつ公正な社会の形成に寄与

新年のご挨拶

会長　佐　渡　正　幸
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することを使命とする。」という文言が明文
化されることとなります。これは、今までの
国民の権利の保護に寄与するという目的規定
であったものから、まさに近年目まぐるしく
変化する現代社会において、法律の専門家と
して国民から一層の信用信頼をされる立場と
して更に業務に精進し、その社会の変革に対
応すべく、自由かつ公正な社会の形成に寄与
するため、真摯にその業務の研修研鑽を積み
重ねて行かなければならない、非常に重い責
任と義務を負った改正であると司法書士会と
して受け止めております。本法律の施行まで
の日本司法書士連合会及び当会の流れとして
は、本年２月26日に日司連臨時総会にて連合
会会則等の変更決議をし、それに伴い５月23
日の当会の総会にて会則変更の決議を経た中
で、８月初旬ころ当会の会則が認可が決定す
る流れとなっております。
　また、所有者不明土地の利用の円滑化等に
関する特別措置法第40条第１項に基づく相続
人調査については、当会は金田副会長を代表
とする25名ほどの受託団を結成し取組んでお
り、ご登録いただきました会員の皆様には、
業務多忙の中ご理解・ご協力を賜りましたこ
とに深謝いたします。相続に関する手続き
は、国民にとって今後一番身近でそして重要
な案件であり、近い将来間違いなく到来する
団塊の世代を控えた中での「大相続時代」に
対応すべく、当会としても相談会などを通し
て広く国民に今後改正される法改正などを周
知し、国民の権利擁護に務めて行かなければ
ならないと思っております。まさにこの点に

おいても司法書士としての使命を大いに発揮
して行かなければならない１年になると思っ
ております。
　また、本年度は近年の社会経済の変化や高
齢化社会などの社会現象を受けて、民法及び
相続法に関する手続きが本年大きく改正され
ます。民法については、約120年間ほとんど
改正がされていませんでしたが、民法のうち
債権関係の規定について、取引社会を支える
最も基本的な法的基礎である契約に関する規
定を中心に、社会・経済の変化への対応を図
るための見直しが行われ、民法を国民一般に
分かりやすいものとする観点から実務で通用
している基本的なルールを適切に明文化する
ことになります。また、相続法に関しては、
既に自筆証書遺言の形式の変更など施行され
ているものもありますが、４月１日からは配
偶者居住権、７月１日からは法務局における
自筆証書遺言の法務局保管制度などが施行さ
れます。
　本年度は、上記の司法書士法の改正並びに
民法・相続法などの法改正を中心に、会員の
皆様に確りと情報発信をして、会員皆様の
日々の業務が国民の期待により一層応え、士
業としての更なる信頼を積み重ねていけるよ
う、理事、役員、支部長と連携を取りながら
執行していく所存でございます。
　最後になりますが、会員皆様のご健康とご
多幸を心よりご祈念し、新年の挨拶とさせて
いただきます。本年もどうぞよろしくお願い
申し上げます。
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　新年明けましておめでとうございます。
　釧路司法書士会会員の皆様に、謹んで新年
のお慶びを申し上げます。日頃より土地家屋
調査士制度にご理解とご協力を賜り、心より
厚く御礼を申し上げます。
　昨年５月の定時総会において、釧路土地家
屋調査士会会長に選任され早くも７か月が過
ぎました。未だに会長職に不慣れで四苦八苦
している状況ではありますが、坂下前会長を
はじめ歴代の会長が築いてきた基盤を引き継
ぎながら、会の運営に当たっていく所存です。
　昨年は「平成最後の〇〇」ですとか「令和
最初の〇〇」の文言が溢れた１年だったと振
り返っております。６月には「司法書士法」
とともに「土地家屋調査士法」が一部改正に
なりました。施行自体は本年８月頃と聞いて
おりますが、この改正に伴い「釧路土地家屋
調査士会会則」の変更が必要となっており、
本年５月の定時総会に向けての準備を進めて
いるところです。一部をご紹介しますと「職
印」とセットで「電子証明書取得」を義務化
すること、連合会又は本会が指定する「研修
の受講義務化」など、理事会の承認が得られ
ましたら定時総会に上程させていただく予定
です。
　オンライン申請につきましては大きな動き
が出ております。皆様もご存じかと思います
が、昨年11月11日から「調査士報告方式」に
よる運用が開始されました。これは委任状な
ど「書面で作成された添付情報（図面は除く）」
をスキャナにより読み取って作成した電磁的
記録（PDF）に、土地家屋調査士代理人の
電子署名を付したものは添付情報（原本）と
して取り扱うことができるものとされまし
た。つまり、法定添付情報も含め「原本提出
や提示」などをすることなく登記が完了する

申請方法です。先日、私も心配しながらでは
ありますが頑張って申請し、法務局に一度も
出向くことなく、即日で無事登記が完了いた
しました。従前の「特例法式」と比較しても、
原本を持ち込むタイムラグが無く、一段と早
く登記が完了したように思います。完了証等
の書類を回収することもなく非常に便利でし
た。ただ、手元に残った「原本をいつまで保
管」しておくべきなのかの不安な一面もあり
ますし、現在、建物表題登記の際の「床面積
算定調書」の取り扱いについて不安定な部分
もあるため、早めの解決を所望する次第です。
　さて話は変わりますが、私ども釧路土地家
屋調査士会では引き続き「土地家屋調査士受
験ガイダンス」を３支部で開催しています。
昨年５月の釧路司法書士会定時総会でもご案
内させていただきましたが、この会報を読ま
れた司法書士会会員皆様のお知り合いで「土
地家屋調査士」を目指している方がいらっ
しゃいましたら、是非とも応援して下さいま
すようお願い申し上げます。 
　最後になりましたが、釧路司法書士会様の
益々のご発展と、会員皆様方のご健康・ご多
幸を祈念いたしまして新年の挨拶とさせてい
ただきます。

新年のご挨拶

釧路土地家屋調査士会長　丸　尾　教　綱
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　雪の茅舎、出羽鶴、ゆきの美人、刈穂、田
人、春霞
　たくさんの銘柄がいきなり並んでいます
が、これはすべて秋田の日本酒です。11月16
日秋田市において北海道ブロック東北ブロッ
ク合同協議会が開催されたので、初めての秋
田を楽しんできました。

　私が北海道ブロック協議会の理事になって
もう何年たったのでしょうか？ 2年に一度の
合同協議会に参加したのも５回までは覚えて
いますが……そろそろ次の世代に譲りたいと
思っておりますので、どなたかよろしくお願
いいたします。

　さて、11月15日飛行機が遅れながらも秋田
空港に着いたときに，旭川会の阿部会長ほか
の一行と合流し、その夜は先着している中川
理事を交えての懇親会が決定しました。釧路
会の佐渡会長は、天候が荒れているため釧路
から秋田への便が欠航となったため、やむを
得ず東京を経由して、翌日の到着予定になり、
懇親会への参加はできませんでした。さて、
最初に紹介した銘柄はごく一部で、ほかにも
多くの銘柄の味を試した結果、その夜の記憶
はほぼ失われることになりました。翌日から
の重要会議に影響がなかったことが幸いでし
た。
　開始直前には佐渡会長も現地入りし、釧路
会メンバー全員が集合して会議に臨むことが
できました。また、会長持参のお土産も会議
参加者へお届けいたしました。

　会議の内容を簡単にご紹介すると
・成年後見制度の保佐人の代理権について不
動産売却の代理権には登記の代理権は含まれ

ない
・相続登記の義務化への動き
・登記事項への生年月日の追加
・不動産の管理者制度
・司法書士法改正
・法人会員の会費の扱い
・長期相続登記未了土地解消作業への対応
・相続登記の推進、広報

　会場借り上げが時間切れとなるまで、内容
が非常に濃い会議が続き、追い出されるよう
に懇親会へ向かうことになりました。

　２日目の夜も秋田の日本酒が待っているわ
けですが、今夜は記憶をなくすわけにはいき
ません。と心に決めてホテル近くの大きな居
酒屋「無限堂」へ到着。

　前日が函館会の國谷会長の誕生日だったこ
とから、ひそかに企画したハッピーバース
デーのセレモニーが、サプライズにならない
というハプニングがありましたが、和気あい
あいと懇親会を終え、雨の中、秋田の夜は更
けていきました。

　最終日はミニツアーをセットしてください
ましたので、それにのって、角館の武家屋敷、
田沢湖、比内鶏、秋田犬などを観光し、情緒
と風景と食事を楽しむことができました。新
幹線組は田沢湖駅で下車し、残りの一行は予
定どおり秋田空港へ。しかし、飛行機が遅れ
て乗り継ぎへの影響がでそうになり、気をも
む展開となりましたが、結局、無事に帰宅で
きました。

北海道東北ブロック合同協議会に参加して
副会長　森　　　一　也
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　令和２年１月11日（土）、令和元年度の司
法書士試験合格者を対象とする北海道ブロッ
ク新人研修に併せて、北海道ブロック主催の
開業支援フォーラムが札幌の「ホテルノース
シティー」にて開催されました。
　例年どおり、日司連や北海道ブロックにお
ける助成金との説明に続き、各単位会におけ
る地方開業の現状について説明を行い、釧路
会からは、私が現在の会員数など簡単な説明
をした後、大樹町の播間章浩先生より、地方
での開業についてご自身の経験談も踏まえて
お話しいただきました。
　フォーラムの後は、研修講師も交えて盛大
に懇親会が行われ、受講者の方より実務から
事務所経営など幅広い質問もなされていまし
た。
　これも例年のことですが、受講者一人一人
の自己紹介タイムとなり、これまでの経歴や
合格までの道のり、今後の抱負などについて
やや緊張した面持ちで話されていました。

　釧路会の会員数は前年に比較すると微減と
なっていますが、会員数の減少は全国的にも
問題となっているところです。日本の人口自

体が減少していることを考えればやむを得な
い部分もありますが、近年はそれ以上に司法
書士試験の受験者数が激減していることもあ
り、当然、合格者数も減少していることから、
各会においては会員数の確保は緊喫の課題で
す。
　また、最近は司法書士の大都市圏への集中
がさらに進み、地方での司法書士の数が減少
することで、必要な法的サービスを受けるこ
とができない市民が増えることに繋がるた
め、地方における会員の確保にもっと力をい
れなければならないと考えます。
　隣接業種である釧路土地家屋調査士会で
も、会員の確保のため、土地家屋調査士試験
の受験者向けガイダンスを毎年開催するなど
しており、当会においても何らかの取り組み
が必要になっている時期ではないかと思いま
す。
　また、それぞれの司法書士においても、こ
れから司法書士を目指そうという方やそもそ
も司法書士という職種を知らない方に存在を
アピールできるよう、自身の仕事の魅力を再
発見し、これを伝えていただければと思いま
す。

開業支援フォーラムより
北海道ブロック司法書士協議会　理事　中　川　貴　志

　令和元年12月15日に札幌にて開催されまし
た、リスククライシスコミュニケーション研
修会を受講してまいりました。
　受講してみてまず思ったことは、意外なと
ころにリスクが存在し、また、想像していた

よりも多くのリスクを抱えているという事で
す。
　釧路司法書士会に限っての話ではありませ
んが、跡を継ぐ方が存在せず、業務の引継ぎ
が出来ない。

リスククライシスコミュニケーション研修会を受講して
釧根支部　西　山　育　彦
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　このたび、令和元年12月２日付で登録しま
した遠藤雄大といいます。斜里町で開業して
おります。亡き父も司法書士をしており、父
の生前中は、会員の皆様方には大変お世話に
なりました。
　私は、生まれも斜里町で、大学時代を除き
人生の大半はこの町で生きており、この町の
皆様に育てられております。ですので、これ
からは、この町そしてこの地域の皆様に恩返
しできるように一生懸命に励んでいきたいと
思っております。
　私は、平成21年より行政書士も開業してお
り、相続業務の他に特に遺言や家族信託など
の終活業務に力を入れておりますが、これか
らは、お客様の人生設計を支えていけれるよ
うな司法書士・行政書士を目指して努力して
いきたいと思っております。そのためには、
研修等に積極的に参加し、必要な知識などを

自己研鑽しなければならないと考えておりま
す。
また、私は父の補助者を二十数年しておりま
したが、司法書士としては歩き出したばかり
の１年生で、知識も知恵も浅はかなところば
かりですので、皆様に知恵を拝借することが
あるかと思いますが、そのときはお付き合い
していただきますようよろしくお願いいたし
ます。
　これからは、会員の皆様方と長い付き合い
になるかと思いますので、どうぞよろしくお
願いいたします。

入会のご挨拶
北網支部　遠　藤　雄　大

　そのため、病気や不慮の事故で人が途絶え
た場合のリスクが存在し、また、その場合の
対処が今の所、見当たらない事もリスクをよ
り大きくしています。
　今まで何とかなってきた、だから、これか
らも何とかなるだろうという考えも少なから
ず存在し、よりリスクを高めている結果だと
思います。
　今回の受講で、取材対応などもありました
が、実際にその場面になった場合の事を考え
ると不安しかなかったです。

　想定内の事に対しては、対応は問題なく執
り行えますが、想定外の事に対しては、やは
り戸惑いが生じます。
　実際、ロールプレイングで私もそうなりま
した。質問は３つまでとされているところ、
５つ質問されて、回答がよくわからない回答
になりましたので。
　今後、リスクを回避する、小さくしていく
事を執り行っていく切掛けとなればと思いま
す。
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＊入　会
　　　　　　　●遠

えん

　藤
どう

　雄
ゆう

　大
だい

　殿　（北網支部）
　　　　　　　　　登録年月日　　令和元年１２月２日
　　　　　　　　　登 録 番 号　　釧路  第 ２５０ 号
　　　　　　　　　事務所住所　　〒０９９－４１１２
　　　　　　　　　　　　　　　　斜里郡斜里町港町５番地９
　　　　　　　　　電 話 番 号　 （０１５２）２３－３６４０
　　　　　　　　　ＦＡＸ番号　 （０１５２）２３－１００２

＊退　会
　　　　　　　●島　田　良　幸　殿　（北網支部）
　　　　　　　　　退会年月日　　令和元年９月２４日（亡）
　　　　　　　　　登 録 番 号　　釧路  第 １０５ 号

＊変　更
　　　　　　　●長谷川　博　一　殿　（釧根支部） 
　　　　　　　　　令和元年１０月８日受付
　　　　　　　　　事務所住所　　〒０８８－１１５１
               　　　　　　    　　　  厚岸郡厚岸町真栄１丁目２０３番地
　　　　　　　　　電 話 番 号　 （０１５３）５２－８４１７
　　　　　　　　　ＦＡＸ番号　 （０１５３）５２－８４１８

　　　　　　　●中　田　裕　一　殿　（十勝支部）
　　　　　　　　　令和元年１２月２０日受付
　　　　　　　　　電 話 番 号　 （０１５５）６６－７５３６
　　　　　　　　　ＦＡＸ番号　 （０１５５）６６－７５３７

釧路司法書士会　会員の動き
平成30年７月31日現在
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　９月 　　　　　   September

４日㈬　　高齢者・障がい者のための成年後見相談会局 於：北見市民会館
７日㈯　　年次制DVD研修会 於：釧路ラスティンクホテル   
11日㈬　　神戸大学ゼミ関係者訪問 於：事務局（佐藤副会長･西山理事）
12日㈭　   　　　　　　　　　　　　　第２回会長会 於：日司連ホール （佐渡会長）     　　
16日㈷㈪　高齢者・障がい者のための成年後見相談会 於：釧路国際交流センター
                                                                 

　10月 　　　　　   　October

２日㈬　　司法書士法律相談（法の日） 於：北見市民会館
５日㈯　　第２回業務研修会「遺産承継業務handbookに関する」 
 於：北見芸術文化ホール 
６日㈰　　法務局休日相談会 於：釧路地方法務局
８日㈫　　一日合同行政相談所　 於：帯広市民活動交流センター　
 　　（笹島会員）
11日㈮　　釧路市空き家無料相談会 於：釧路防災庁舎
 　　（西山理事）
17日㈭　　 司法書士法律相談（法の日）  於：釧路まなぼっと　
19日㈯　　十勝支部6士業相談会
         　　リーガルサポート旭川会との合同研修会
24日㈭　　一日合同行政相談所 於：釧路交流プラザさいわい
 　　（中村会員･後藤会員･長谷川会員）
27日㈰　　｢裁判業務における和解技法の習得｣ 於：日司連ホール（野村　守会員）
　〃　　　網走市空き家無料相談会 於：エコーセンター 2000
 　　（中島理事）
                                                                

　11月 　　　 　   　November

２日㈯　　ブロック研修会「違反行為等の防止に係る司法書士倫理」
 於：ACU－Ａ
６日㈬　　司法書士法律相談（法の日） 於：とかちプラザ
７日㈭　　日本支援センター釧路地方協議会（十勝地区） 於：ホテルグランテラス帯広 
 　　（久保会員）
  〃 　　　補助者申請〔近江孝介事務所：半谷正文殿・荒川聖子殿〕

〕
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11日㈪　　「所有者不明土地の所有者等の探索等に関する講習会｣ 
 於：釧路合同庁舎
 　　（講師:中川理事）
12日㈫　　全国広報担当者会議 於：日司連ホール
 　　（中川理事）
13日㈬～ 15日㈮　多重債務電話無料相談会（18：00 ～ 20：00）
 相談事業部 
　〃　　　日本支援センター釧路地方協議会（北網地区） 於：北見プラザホテル
 　　（中島理事）
14日㈭　　登録面接（遠藤雄大氏）  於：事務局
 　〃    　 補助者申請〔佐渡正幸事務所：佐々木真紀子殿〕
15日㈮　　全国研修担当者会議 於：日司連ホール
 　　（酒井理事）
16日㈯　　第３回業務研修会 ｢遺留分の放棄･相続法の再確認･合同会社の利益相反｣
 於：阿寒まりむ館 
　〃   ～ 17日㈰　　ブロック理事会･東北ブロック合同協議会 
 於：秋田
19日㈫　　日本支援センター釧路地方協議会（釧根地区）   於：釧路プリンスホテル
 　　（佐藤正樹副会長）
21日㈭　　一日合同行政相談所 於：まちきた大通ビル
 　　（近江支部長･森谷会員）
22日㈮　　第３回臨時会長会 於：日司連ホール（佐渡会長）
27日㈬　　えせ同和行為対策関係機関連絡会 於：釧路合同庁舎（西山理事）
　〃   　　Web理事会 於：事務局
29日㈮　　住宅金融支援機構事務処理 於：事務局　

　12月 　　　 　   　December

７日㈯　　会報編集委員会 於：醍醐　
８日㈰　　司法書士法改正対応に関するブロック会別説明会
 於：札幌司法書士会館

（佐渡会長･金田副会長・大場会員･河合会員）
14日㈯　　ブロック新人研修実行委員会 於：ホテルノースシティ（酒井理事）
   〃   　　 企業法務に関するブロック会別担当者会議 於：札幌司法書士会館
 　　（佐藤副会長･野村守会員）
15日㈰　　ブロック会別 ｢リスククライシスクミニュケーション研修会｣
 於：札幌司法書士会館
 　　（佐渡会長・西山理事・酒井理事）
16日㈪　　補助者申請〔播間章浩事務所：播間久美子殿〕       
24日㈫　　補助者申請〔遠藤雄大事務所：遠藤則子殿〕
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25日㈬　　補助者申請〔長谷川博一事務所：小林徹殿〕
27日㈮　　住宅金融支援機構事務処理 於：事務局
        　　 仕事納め

　１月 　　　 　　   　January

６日㈪　　仕事始め 　補助者申請〔保田正明事務所：大越かおり殿〕
７日㈫　　法務局挨拶（佐渡会長･佐藤副会長･金田副会長)   
10日㈮～ 16日㈭　　ブロック新人研修 於：ホテルノースシティ

（講師：近江孝介会員･伊藤光一会員･横山太郎会員 担当理事:酒井理事）
11日㈯　　ブロック開業支援フォーラム 於：ホテルノースシティ

（佐渡会長・森副会長・中川理事・播間会員）
15日㈬　　北見市空き家無料相談会 於：北見中央図書館
 　　（近江支部長）
16日㈭～ 17日㈮　　第４回会長会・司法書士法改正記念講演会・新年賀詞交歓会（佐渡会長）
17日㈮　　釧根支部DVD研修視聴研修会 ｢特定事件報告書の解説｣
 於：事務局
20日㈪　　家事関係機関との連絡協議会 於：釧路家裁会議室
 　　（酒井理事･佐々木会員）
22日㈬　　司法書士法施行規則第41条ノ２の規定による調査
 於：釧路地方法務局
23日㈭　　Web理事会 於：事務局　
27日㈪　　網走保健所管内自殺対策連絡会議 於：オホーツク合同庁舎
 　　（中島理事）
31日㈮　　住宅金融支援機構事務処理 於：事務局

事務局便り

　かねてより事務局に勤めておりました高橋麻美さんが昨年12月いっぱいで退職いたしました
ので、お知らせいたします。ありがとうございました。
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編集後記

※　20－20（令和２年）、年も明けて、既に１ヶ月。雪の少ない穏やかな新年と
思われましたが、ここにきて突然の暴風雪と寒波到来です。被害を受けられた
皆様にはお見舞い申し上げます。また、十勝地方は今年も少雪で、寒波による
農産物の凍結被害が心配されています。

※　地球温暖化の影響で、記録的な異常気象が世界各地で続いており、地球環境
の悪化が心配です。近年の気候変動で、何と100万種の動植物が絶滅の危機に
ひんしているといいます。各国の温室効果ガス排出量の削減対策はまったく不
十分で、世界の若者と共に活動していく必要性を感じていたところ…

※　今度は、中国で発生した新型コロナウイルスによる肺炎です。感染拡大を止
めることが出来ず、世界保健機構は緊急事態を宣言し、各国に対策を呼びかけ
ました。世界をめぐる連日のニュースです。

　　地球環境を守り、人々の健康を守ること…そのためには、国境を越え世界中
の人々が協力し合い、緊急に対策を講じること、その必要性と重要性を改めて
感じています。

※　そのさ中、私は心臓のメンテナンスを受けました。（心臓で作り出された新
鮮な血液は十数秒で全身を駆け巡るといいます。新たな心でよき人生を過ごし
たいと…心を入れ替えました…!?）

　　早めの検診、早期治療！　健康に関するテレビ番組も多くなりました。皆様
も軽い自覚症状のうちに検診を受けられてはいかがですか。

　　さて、道東地方は間もなく一斉に花開く新しい春を迎えます。皆様の希望に
満ちた20－20。ご健康とご活躍を祈念申し上げます。

　　2020（令和２）年２月14日
　編集委員　十勝支部　寺　沢　秀　明
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